
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ． １８ 

 
発行 ２０．８．２８ 

 
      ＪＲ東労組 業務部 

・指導担当者が乗務する場合の取り扱いと同様である。乗務する場合は、乗務員勤務制度を適用する。 

・交番で毎日のように乗務することは想定していない。 

 

・指導担当者が乗務する場合の取り扱いと同様である。乗務した日は、1日が 7時間 10分の労働時間で、

日勤の日は 7時間 30分の労働時間で整理する。働き不足にはならない。 

 

・管理者が乗務する場合も、乗務員手当を支給する。 

■特徴的な議論 

（組合）働き方が変化する中で、健康をどう維持させるのか。 

（会社）管理者が乗務したから健康を害することは全く想定していない。 

（組合）管理者の職責の重みがある。乗務密度も高まっていることや厳しい目で見られる社会環境もある。

リスク管理はどう考えているのか。 

（会社）おこなう業務が違っても健康面は変わらない。管理者が社員に気配りしているように、フォロー

していきたい。 

（組合）1つの指定された行路の中に管理業務は混在させないということでよいか。 

（会社）所定行路に乗務している時は専念するべきだが、ケースバイケースの時もある。管理者なので自

分の労働時間を管理する。 

（組合）乗務する場合は乗務に集中し、管理業務は別でおこなうことが大事だ。 

（会社）乗務員が乗務に集中するタイミングがある。管理者も同じように、切り替えて乗務に就く必要は

ある。 

 

 

（組合）在宅休養時間が足りない管理者も出てくる。健康管理どう配慮しフォローするのか。 

（会社）在宅休養時間のルールをそのまま適用する考えではない。一般的におこなっている配慮はおこな

っていく。 

 

 

 

 


